
                                  
                                   
 
 
 
 
  

 
郡山市では、幼児教育の普及・充実及び保護者の経済的負担軽減のため、お子さんを幼稚園

に就園させている保護者の方に対して、入園料と保育料の一部について補助を行います。 

                               

 
 
 次の①～③を全て満たす場合に補助を受けることができます。        〔がくとくん〕  

① 

 

② 

 

③ 

 

 

園児が郡山市に住所を有し、私立幼稚園（郡山市外の幼稚園も含む）に就園していること。

（年度途中で入退園や住所異動があった場合は、該当期間のみが補助対象期間となります。） 

園児が、「３歳児」（生年月日：H19.4.2～H20.4.1）、「４歳児」（同：H18.4.2～H19.4.1）、「５歳

児」（同：H17.4.2～H18.4.1）及び誕生日以降の「満３歳児」（同：H20.4.2～H21.4.1）であること。 

平成 23年度の市町村民税の課税額等が、下表の「世帯の区分」のいずれかに該当する世帯で

あること。（市町村民税の所得割額が１８３，０００円を超える世帯は、補助の対象となりません。） 

                  

                 〈※下表は、あくまでも補助の限度額を示したものであり、全額必ず

交付される金額とは限りません。詳しくは、下記の【ご注意】をお

読みください。〉 

世帯の区分  
就園児の 
順位（※） 

補助限度額（年額） 

Ａ 
小学校１～３年

生に兄姉が  

いない園児  
Ｂ 

小学校１～３年

生に兄姉が  

１人いる園児  
Ｃ 
小学校１～３年生

に兄姉が  

２人以上いる園児  

１
生活保護を受けている   
世帯               
 【※受給証明書が必要】 

園児１人目  ２２３，２００円  ２４４，０００円  ３０３，０００円  

園児２人目  ２６４，０００円  ３０３，０００円  ３０３，０００円  

園児３人目

以降  
３０３，０００円  ３０３，０００円  ３０３，０００円  

２

市町村民税非課税世帯  
又は市町村民税の所得割額 
が０円（均等割のみ課税 ） 
の世帯  

園児１人目  １９３，２００円  ２２２，０００円  ３０３，０００円  

園児２人目  ２４９，０００円  ３０３，０００円  ３０３，０００円  

園児３人目

以降  
３０３，０００円  ３０３，０００円  ３０３，０００円  

３
市町村民税の所得割額が 
３４，５００円以下となる世帯          

園児１人目  １０９，２００円  １５９，０００円  ３０３，０００円  

園児２人目  ２０７，０００円  ３０３，０００円  ３０３，０００円  

園児３人目

以降  
３０３，０００円  ３０３，０００円  ３０３，０００円  

４
市町村民税の所得割額が 
３４,５００円を超え１８３，０００円
以下となる世帯                  

園児１人目   ４６，８００円  １１１，０００円  ３０３，０００円  

園児２人目  １７５，０００円  ３０３，０００円  ３０３，０００円  

園児３人目

以降  
３０３，０００円  ３０３，０００円  ３０３，０００円  

※ 市町村民税の所得割額は、園児の父母 （園児と同居していない場合も含む。）分を合算します。 

 （世帯主が父母以外で、父母ともに市町村民税非課税の場合は、世帯主分も合算。） 

※ 市町村民税の所得割額は、税額控除後の所得割額（ただし、住宅借入金等特別税額控除及

び寄附金税額控除のうちふるさと納税分の適用前 ）が算定対象です。 

※ 「園児○人目 」とは、同一世帯から就園する幼稚園児のみで数えた場合の順位です。 

※ 園児が２人以上いる場合には、それぞれに該当する金額が交付されます。 

【ご注意】 

１   補助金額は、幼稚園に当該年度に納めた入園料・保育料の範囲内となります。 もし、納め

た金額の合計額が上表の補助限度額を下回る場合には、納めた金額が補助金額となります。  № 1



                                  

（※なお、年度途中に入退園された場合や世帯状況に変更があった場合は、補助限度額が変わ

る場合があります。） 

２   補助金の交付対象となる保育料は、幼稚園の園則で定められた月額の保育料が基準とな

りますので、その他、保育料に含まれない諸経費 （教材費 ・父母の会費等 ）は対象外となります。 

【補助限度額の算定例】                                              
※園児の父母の市町村民税の所得割額が世帯の区分「４」（市町村民税の所得割額が３４ ,５００円
を超え１８３，０００円以下となる世帯）に該当する場合。 

○ 小学校１～３年生に兄・姉がいない場合。【園児の区分はＡ】 

（例１）お子様全員幼稚園児の場合          （例２）小学校４年生以上の兄姉と園児がいる場合  

 長男 （年長 ）  Ａの第１子       46,800円     長男 （小４以上 ） （人数の算定外） 補助対象外  

 長女 （年中）  Ａの第２子      175,000円     長女 (年長 )      Ａの第１子     46,800円  

 次男 （年少 ）  Ａの第３子以降   303,000円     次男 （年少 ）     Ａの第２子     175,000円  

 
○ 小学校１～３年生に兄・姉がいる場合。【園児の区分はＢ又はＣ】  

(例３)小学校３年生の兄姉 1人と園児がいる場合  （例４）小学校１～３年生の兄姉２人と園児がいる場合  

 長男 （小３）  （人数の算定内 ） 補助対象外     長男 （小３）  （人数の算定内 ）  補助対象外  

 長女 （年長 ）   Ｂの第１子      111,000円     長女 （小１）  （    〃    ）  補助対象外  

 次男 （年少 ）   Ｂの第２子      303,000円     次男 （年中）   Ｃの第１子      303,000円  

 

(例５)小学校４年生以上の兄・姉と小学校１～３年生の兄姉及び園児がいる場合  

 長男 （小４以上 ） （人数の算定外）  補助対象外  

 長女 （小１）    （人数の算定内 ）  補助対象外  

 次男 （年中）     Ｂの第１子       111,000円  

 
 

                             

 

 申請する方は、お子様の在園する幼稚園が指定する期日までに、必要書類を幼稚園又は  
こども未来課に提出してください。なお、提出書類は、任意の封筒に入れて提出いただいても結構で
す。（その場合、封筒に幼稚園名及び園児名を必ず記入してください。※幼稚園では開封しません。） 

※手続きは幼稚園を通じて行いますが、補助金は、保護者名義の口座に直接振り込まれます。 
 
 
 
 

（全員提出が必要なもの） 

１ 「郡山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請に係る調書 ｣（記入例は別紙参照 ）    

※１園児につき１枚必要です。裏面もご記入ください。 

２ 振込希望口座 （調書に記載した口座 ）の通帳のコピー                       

（口座番号 ・名義等がわかる部分をＡ４判にコピー。） 

（次の３～５のいずれかに該当される方は、上記１・２の書類と併せて下記の書類も提出してください。） 

３ 課税額の確認書類 （平成 23年 1月 1日現在の住民登録が郡山市外の方のみ。３頁以降参照） 

※配偶者の扶養であっても、母等の課税額（非課税等 ）がわかる書類の提出が必要です。 

４ ひとり親の保護者の方 （離婚 ・死別等 ）は、保護者の戸籍謄本 （全部事項証明） 

※父母の一方のみで課税額を算定しますので、その事実が確認できる書類として必要です。 

５ 生活保護受給世帯の方は、生活保護を受給していることを証明する「受給証明書 」（郡山市

社会福祉課発行 ）の提出。※提出がない場合には、一般の世帯と同じ取り扱いになります。 
№ 2



                                  

 

 

  １ 課税額の確認が必要な方  
園児の父母  及び 世帯主＜住民票上の世帯主が父母以外の場合（※）＞ 

（※）園児の父母ともに市町村民税非課税の場合のみ世帯主の課税額の確認が必要です。 

  ２ 課税額の確認書類 （添付書類 ）について 

（１）平成２３年１月１日現在の住民登録が郡山市の方⇒添付書類なし 

課税状況については市で調査しますので、調書裏面の同意書の内容に同意してください。     

（※同意がない場合は、補助金の算定ができません。）  

なお、未申告の方は課税状況が確認できませんので、至急申告手続きをしてください。 

（２）平成２３年１月１日現在の住民登録が郡山市以外の方⇒下欄の書類のいずれかを、必ず

提出してください。（※なお、調書（裏面 ）の同意書にもご署名が必要です。） 

 区    分  書      類  入  手  方  法  等  

１ 
会社員等 、市民
税が給与天引 き
の方  

「平成 23年度  給与所得等に係る市
民 税 ・県民 税  特別徴収税 額 の決
定 ・変更通知書（納税義務者用 ）」 
≪細長のもの≫のコピー 
（全面をＡ４判にコピーしてください。） 

勤務先から渡 されますので、
受け取っていない方は勤務先
の給与担当者へお問い合わ
せください。 

 
２ 
 

自営業者等 、市
民税 を個人 で納
付している方  

「平成 23年度  市民税・県民税  納税
通知書（普通徴収 ）」のコピー 
（表紙と市民税所得割額の記載があ
るページをＡ４判にコピーしてください。
それぞれコピーも可。） 

平成 ２３年 １月 １日現在の住
所地から送付されます。 

３ 
 

１ ・２の通知書が
届かない方（非課
税 の 方 ） 、 ま た
は、紛失した方  

「平成 23年度  課税証明書 」（原本 ） 
※複数のお子さん分の申請をする場

合は、２人目以降分はコピー可  
※非課税の方については課税額が
「0」と記載されたもの 

※Ｈ２３．１．１に住民登録していた市
区町村に請求してください。 

※通常、配偶者控除の対象となって
いる方は、改めて申告しなくても課
税証明書等の取得は可能です。 

請求方法 ・証明書の名称は
市町村によって異なりますの
で、まずは住所があった市町
村にお問い合わせの上 、「市
町村民税所得割額 」が記載さ
れたものを請求してください。
（非課税の方は「非課税証明
書 」等でも結構です。） 
 
 

       （注意 ）  ※課税額の確認書類が、各市町村の事情により、提出期限までに提出できない場合は、 

その旨、各幼稚園（又はこども未来課）にご連絡の上、届き次第早急に提出してください。 

３ その他  
 園児の母が父に扶養されている場合でも、父母両方の課税額の確認が必要です。（母が非

課税であるとは限らないため。）※父が母に扶養されている場合は、「父」と「母」を読み替えてください。 
 

 単身赴任者などで、住民票上の住所と実際の居住地が別の方については、調書の世帯状

況欄に記載し、必要な書類を添付してください。 
 

 平成 23年 １月 １日現在の住所が海外で、上記の書類が提出できない場合は、勤務先で発

行する給与証明書等の提出が必要になります。（詳しくはこども未来課へお問い合わせください。） 
            

平成 23年 1月 1日現在の住所が郡山市の方  

市民税の減免のお手続きをされている方は、減免後の市民税所得割額で補助金を算定しますの

で、別途お手続きは必要ありません。 

平成 23年 1月 1日現在の住所が郡山市外の方  

書類の提出後、市町村民税の減免等により課税額が変更になった場合は、再度上記の表の１～

３のいずれかの書類を提出してください。（※提出がない場合は、減免後の課税額で算定できません。） № 3



                                  

 《市町村民税所得割額の確認方法》 （例：郡山市の場合） 

１ 平成２３年度  給与所得等に係る市民税 ・県民税  特別徴収税額の決定 ・変更通知書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ２ 平成２３年度  市民税 ・県民税  納税通知書 （普通徴収 ） 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月以降 （※今回の調書提出前を含む。）に、離婚 ・死別 ・再婚された方や課税額が変更にな

った方は、調書変更前 ・後の状況に基づく添付書類等が必要となります。               

（※変更前又は変更後の添付書類等に不足がある場合は、その期間は原則として補助の対象になりません。） 

 

 

 

 補助金は、直接保護者の口座に一括 （年額）して、年度末 （平成 24年３月 ）振込の予定です。 

                                            

                                                             
                                                              

 幼稚園就園奨励費補助金は、住民登録地の市町村での申請となりますので、幼稚園が変わら
ない場合でも、ご住所が変わった場合は、再度、転入された市町村でお手続きが必要となります。 

 入園料及び保育料に減免 （又は未納 ）があった場合は、減免 （又は未納 ）期間は補助対象
期間となりません。 

 
（お問合せ先 ： こども未来課  電話０２４（９２４）３８０１） 

[１枚目 ] [５枚目又は６枚目 ] 

・住宅借入金等特別税額控除額の記載がある場合は、市の控除額と上記

「所得割額⑥」の合計 （100円未満切捨 ）を「課税額 」として算定します。 

・寄附金税額控除額の記載がある場合は、その中のふるさと納税分（市民

税 ）と上記 「所得割額⑥」の合計 （100円未満切捨 ）を「課税額 」として算定し

ますが、通知には内訳が記載されませんので、市で調査して算定します。 

市民税 「所得割額

⑥」の金額（100円

未満切捨 ）を「課税

額 」として、算定しま

す。 

※ただし、摘要欄に

記載のある控除に

ついては適用前の

額となります。（詳

細は左記参照 ） 

・市民税の住宅借入金等特別税額控除額に記載がある場合は、その金額と「所得

割額 」の合計 （100円未満切捨 ）を「課税額 」として算定します。 

・市民税の寄附金税額控除額に記載がある場合は、その中のふるさと納税分と上

記 「所得割額 」の合計 （100円未満切捨 ）を「課税額 」として算定しますが、通知には

内訳が記載されませんので、市で調査して算定します。 

市民税 「所得割額」

の金額（100円未

満切捨 ）を「課税

額 」として、算定し

ます。※ただし、左

記に記載のある控

除については適用

前の額となります。

（詳細は左記参

照 ） 
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